
婚姻届を出す 
こんいんとどけ だ

受理証明書をもらう  
じゅりしょうめいしょ

□　婚姻届

□　パスポート

□　出生証明書＊

□　婚姻要件具備証明書 またはそれに代わる書類＊

　　　「結婚することができる」という証明。大使館/領事館でもらう。

□　その他、国によって必要な書類が違います。    

こんいんとどけ

しゅっしょうしょうめいしょ

こんいんようけんぐびしょうめいしょ か しょるい

けっこん しょうめい たいしかん りょうじかん

ほか くに ひつよう しょるい ちが

＊原本と日本語に翻訳されたもの
げんぽん にほんご ほんやく

在日大使館

領事館

ざいにちたいしかん

りょうじかん

結婚を証明する

書類をもらう

けっこん しょうめい

しょるい

くに ひつよう しょるい ちが

それぞれの国の法律によって、婚姻が認められます。大使館/領事館に確認してください。
くに ほうりつ こんいん みと たいしかん りょうじかん かくにん

結婚によって在留資格が変更になる場合、手続きをしてください。
けっこん ざいりゅうしかく へんこう ばあい てつづ

くわしくは…　　法務省HP  http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_HENKO/zairyu_henko1.html
ほうむしょう

家族が亡くなったとき、離婚したときなど、家族関係が変わったときも、それぞれの機関で手続きが必要です。

くわしくは、外国人のためのワンストップ窓口（ｐ4）まで。

かぞく な りこん かぞくかんけい か きかん てつづ ひつよう

がいこくじん まどぐち

10
10-1

がいこくせき

外国籍の
ひと

人と
にほんせき

日本籍の
ひと

人が
けっこん

結婚する
ばあい

場合

10-2
がいこくせき

外国籍の
ひと    どうし    

人同士が
けっこん

結婚する
ばあい

場合

けっこん

結婚

どこで なにをする 持っていくもの
も

総合窓口
そうごうまどぐち

市役所１F
しやくしょ

024-525-3732

□　婚姻届受理証明書

□　パスポート

□　その他、国によって必要な書類が違います。

こんいんとどけじゅりしょうめいしょ

ほか

どこで なにをする 持っていくもの
も

市役所
しやくしょ1

在日大使館 /領事館
ざいにちたいしかん りょうじかん2

出入国在留管理局
しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく３

市役所で手続き
しやくしょ てつづ

大使館・領事館へ報告
たいしかん りょうじかん ほうこく

出入国在留管理局で手続き
しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく てつづ
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